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労
働
力
人
口
／

Ｍ
字
型
の
底
値
が
過
去
最
高

　

総
務
省
統
計
局
の
「
労
働
力
調
査
」
に
よ

る
と
、
二
〇
一
〇
年
の
女
性
の
労
働
力
人
口

は
二
七
六
八
万
人
で
、
前
年
に
比
べ
三
万
人

（
〇
・
一
％
）
減
少
し
た
。
生
産
年
齢
（
一

五
～
六
四
歳
）
の
労
働
力
人
口
も
前
年
よ
り

九
万
人
少
な
い
二
五
四
四
万
人
と
な
っ
た
が
、

生
産
年
齢
の
労
働
力
率
は
六

三
・
一
％
で
八
年
連
続
の
上
昇

と
な
り
過
去
最
高
を
更
新
し
た
。

　

女
性
の
年
齢
階
級
別
の
労
働

力
率
は
、「
二
五
～
二
九
歳
」（
七

七
・
一
％
）
と
「
四
五
～
四
九

歳
」（
七
五
・
八
％
）
を
左
右
の

ピ
ー
ク
と
し
、「
三
五
～
三
九

歳
」
を
底
と
す
る
Ｍ
字
型
カ
ー

ブ
を
描
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

二
〇
一
〇
年
の
Ｍ
字
型
の
底
値

は
六
六
・
二
％
（
前
年
比
〇
・

七
ポ
イ
ン
ト
％
上
昇
）
で
過
去

最
高
を
更
新
し
た
。
一
〇
年
前

に
比
べ
、四
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
っ

て
い
る
。
同
じ
く
Ｍ
字
の
谷
間

の
「
三
〇
～
三
四
歳
」
を
み
る

と
、
前
年
比
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト

ア
ッ
プ
の
六
七
・
八
％
。
一
〇

年
前
か
ら
一
〇
・
七
ポ
イ
ン
ト

も
上
昇
し
て
い
る
（
図
１
）。

　

な
お
、
一
〇
年
前
と
比
べ
る

と
、
二
五
～
六
四
歳
の
年
齢
階

級
で
労
働
力
率
の
上
昇
が
み
ら

れ
る
。
Ｍ
字
カ
ー
ブ
が
時
間
を

か
け
て
緩
や
か
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

特集　女性の就労促進を考える
―政策展開と活用の現状―

女性労働政策の展開――「正義」「活用」「福祉」の視点から
伊岐典子・JILPT主席統括研究員

女性管理職登用をめぐる現状と課題
　　　――ビジネス・レーバー・モニター特別調査から　

伊岐典子・主席統括研究員／渡辺木綿子・主任調査員補佐

先進企業と業界団体に聞くポジティブ・アクションの取り組み事例
　　　――コストコホールセールジャパン　東日本旅客鉄道　情報サービス産業協会

　調査・解析部

成長戦略としてのジェンダー平等――アジア諸国の現状と労働組合の役割
＜ JILAFのシンポジウムから＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際研究部

図１　女性の年齢階級別労働力率

資料出所：総務省統計局「労働力調査」（平成 12、21、22年）

　

女
性
社
員
を
貴
重
な
戦
力
と
捉
え
、

働
き
続
け
や
す
い
就
労
環
境
を
整
え
る

企
業
が
増
え
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
が

今
年
五
月
に
公
表
し
た
「
平
成
二
二
年

版　

働
く
女
性
の
実
情
」
を
み
る
と
、

い
わ
ゆ
る
Ｍ
字
型
カ
ー
ブ
の
解
消
な
ど

も
進
み
つ
つ
あ
る
。
働
く
女
性
の
実
態

と
特
徴
的
な
デ
ー
タ
を
み
る
。
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雇
用
者
数
／

女
性
が
過
去
最
多
に

　

一
方
、
二
〇
一
〇
年
の
雇
用
者
数
は
、
女

性
が
二
三
二
九
万
人
と
な
り
、
前
年
に
比
べ

一
八
万
人
（
〇
・
八
％
）
増
加
し
て
過
去
最

多
と
な
っ
た
。
男
性
は
三
一
三
三
万
人
で
逆

に
一
六
万
人
（
〇
・
五
％
）
減
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
雇
用
者
総
数
（
男
女
計
）
は
前

年
比
二
万
人
（
〇
・
〇
四
％
）
増
の
五
四
六

二
万
人
と
な
り
、
雇
用
者
総
数
に
占
め
る
女

性
比
率
は
過
去
最
高
の
四
二
・
六
％
（
前
年

差
〇
・
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）
で
、
三
年
続
け

て
上
昇
し
た
（
図
２
）。

　

二
〇
一
〇
年
の
女
性
雇
用
者
数
を
年
齢
階

級
別
に
み
る
と
、「
三
五
～
三
九
歳
」
が
二
七

九
万
人
で
最
多
（
女
性
雇
用
者
総
数
に
占
め

る
割
合
一
二
％
）。
産
業
別
で
は
、「
医
療
・

福
祉
」
が
四
八
三
万
人
（
同
二
〇
・
七
％
）

と
も
っ
と
も
多
く
、
比
較
可
能
な
二
〇
〇
七

年
以
降
で
初
め
て
「
卸
売
業
・
小
売
業
」
を

上
回
っ
た
。

所
定
内
給
与
／

男
女
間
賃
金
格
差
は
長
期
的

に
み
れ
ば
徐
々
に
縮
小

　

若
い
世
代
を
中
心
に
Ｍ
字
カ
ー
ブ
の
解
消

が
進
む
な
か
、
働
く
男
女
の
賃
金
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。
厚
生
労
働
省
の
賃
金
構

造
基
本
統
計
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年

の
女
性
の
一
般
労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
以

外
の
労
働
者
）
の
所
定
内
給
与
額
は
二
二
万

七
六
〇
〇
円
（
前
年
比
〇
・
二
％
減
）。
こ

の
う
ち
、
正
社
員
・
正
職
員
は
二
四
万
四
〇

〇
〇
円
（
同
〇
・
三
％
減
）、
正
社
員
・
正

職
員
以
外
は
一
七
万
九
〇
〇
円（
同
〇
・
七
％

減
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
を
下
回
っ
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
男
女
間
の
賃
金
格
差
（
男

性
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
の
女
性
の
給
与

額
）
は
、
一
般
労
働
者
六
九
・
三
（
前
年
六

九
・
八
）、
正
社
員
・
正
職
員
七
二
・
一
（
同

七
二
・
六
）、
正
社
員
・
正
社
員
以
外
七
四
・

七
（
同
七
七
・
五
）
と
な
り
、
前
年
に
比
べ

格
差
が
や
や
拡
大
し
た
。
た
だ
し
、
長
期
的

に
み
れ
ば
、
所
定
内
給
与
に
お
け
る
男
女
間

格
差
は
徐
々
に
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
（
図
３
）。

　

こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
、
今
号
の
特
集

で
は
、
女
性
労
働
政
策
が
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
て
き
た
か
の
推
移
と
、
働
く
女
性
を
活

用
す
る
企
業
等
の
事
例
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
女
性
が
働
き
続
け
る
う
え
で
の
課
題
を

考
え
る
。

図２　雇用者数及び雇用者総数に占める女性割合の推移

資料出所：総務省統計局「労働力調査」

図３　男女間所定内給与額格差の推移

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
（注１）�　「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。
（注２）�　「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日

の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者を
いう。平成 16年まで「パートタイム労働者」の名称で調査していたが、定義は同じである。

（注３）�　「正社員・正職員」とは、事務所で正社員、正職員とする者をいう。
（注４）�　企業規模 10人以上の結果を集計している。
（注５）�　所定内給与額の男女間格差は、男性の所定内給与額を 100.0 とした場合の女性の所定内給与額を次

の式により算出した。所定内給与額の男女間格差＝女性の所定内給与額÷男性の所定内給与額×100


